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確定給付企業年金制度の改定に関するお知らせ 

 

 

当社は、この度、厚生労働大臣の認可に基づき、確定給付企業年金制度の改定を行いましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．制度改定の概要 

当社は、従業員の定年退職後の安心を確保することにより業務に専念できる環境を実現する

ために、独自に企業年金制度を制定のうえ運営しておりますが、年金資産の運用収益率の低下

や受給者数の増加といった状況変化を踏まえ、現役従業員のみならず、受給権者も対象として

企業年金制度の見直しに取り組んでまいりました。 

これにより、今後の環境変化にも適応できる企業年金制度に再構築し、将来にわたり安定的

に維持運営することを目的として、この度、厚生労働大臣の認可に基づき、確定給付企業年金

制度の改定を実施いたしました。 

 

２．業績に与える影響 

今回の制度改定による平成26年３月期業績への影響はありません。 

なお、平成27年３月期においては退職給付債務の減少にともなう費用の減額が見込まれます

が、これによる業績への影響につきましては算定中であり、今後、確定した時点で改めて開示

する予定です。 

 

以 上 


